
（協議）資料№4 

2015 年 12 月 17 日 

2016 年ＪＦＡマッチコミッショナー制度について 

国内競技会の試合運営において、トップリーグはもとより都道府県レベルの競技会で発生する様々な

問題の対処に、マッチコミッショナー（以下、「ＭＣ」）の役割が年々重要になってきている。一方、本

協会の調査では、半数の都道府県サッカー協会が独自にＭＣ制度を運用しており、今後ＭＣの運用を検

討する都道府県サッカー協会も増えてくることと予想される。また、トップリーグが拡大する中、試合

運営やサッカー競技の知識と経験を持つＭＣ業務を遂行できる人材の安定的な確保することも課題にな

ってきている。

2016年からの新制度では、公式戦におけるＭＣを配置する場合は、ＪＦＡ マッチコミッショナー(以

下、「ＪＦＡ ＭＣ」)の認定を受けた者だけが配置されることとし、Ｊリーグマッチコミッショナーを

ＪＦＡ ＭＣ制度の最上位カテゴリーとして統合し、Ｊリーグマッチコミッショナー、ＪＮＦマッチコ

ミッショナー、47 マッチコミッショナーの 3つの区分を設定する。新規の者は、47マッチコミッショナ

ーとして、都道府県サッカー協会の主催する競技会で経験を積み、ＪＦＬ、なでしこリーグ、Ｆリーグ

のＭＣとしてさらに経験を積み、トップカテゴリーのＪリーグマッチコミッショナーへ昇格する仕組み

へと変更する。なお、本制度を所管するのは競技会委員会とし、マッチコミッショナー部会を新たに設

置し、運用と昇格基準を策定することとしたい｡ 

このような実践で経験を積み、ステップアップできる仕組みへと整え、都道府県･地域サッカーでの人

材を増やして育成し、経験により全国レベルやトップリーグの経験豊富な人材を確保できる基盤を整備

し、本協会が認定するＪＦＡ ＭＣが活動することで全てのカテゴリーにおいて、質の高い試合運営が

おこなわれることを目的とする。 

<今後のスケジュール> 

2015年 12月 17 日（木） 理事会付議、マッチコミッショナー部会の設置 

都道府県サッカー協会より新規推薦受付 

2015年度 JFA MCの継続意志確認 

2016年 1月 27日（水）～2月 19日（金）ＭＣ向け講習会（E-Learning 新規・継続）実施 

 認定料振込受付 

2月下旬  競技会委員会 マッチコミッショナー部会で承認 

3月 10日（木）  理事会付議 

 3月 16日（水）  認定証発行（発送） 

 4月  保険適用開始 

2015 年度にＪＦＡ ＭＣとして各カテゴリーで活動いただいた方は、リフレッシュ講習会を受講するこ

とで 2016年度ＪＦＡ ＭＣの同カテゴリーにおいて活動できることとし、2016年度のトップリーグ担当

への昇格は各リーグの推薦方式によるものとする｡ 



試 験  
認定 

 （仮称） Jリーグマッチコミッショナー 
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※推薦※ 
Jクラブ実行委員 
経験者など 

経験・実績により推薦 

（定年後） 
 指導・養成 

（定年後） 
 指導・養成 

●J1・J2・J3・ナビスコカップなど 
※年間約1,000試合・毎週26試合に割当 
※totoの対象 
●天皇杯 2回戦以降［76］ 

●JFL ［240］ ・なでしこリーグ［315］ ・Fリーグ［216］ 
●天皇杯1・2回戦［36］ 
●皇后杯準々決勝～決勝［7］ 
●JFA指定競技会（高円宮杯チャンピオンシップ［1］  
     全国フットサル選手権大会［44］など） 

（仮称）JNFマッチコミッショナー 

（仮称）47 マッチコミッショナー 

●JFA指定競技会 
 （社会人サッカー選手権大会、社会人リーグなど） 
●地域リーグ・都道府県リーグ 
●全国大会の都道府県予選 
●都道府県・地域指定大会 

JFAマッチコミッショナー制度 概念図 ① 

都道府県FAの推薦 

管 轄 

有識者・監督経験者・審判員経験者 
関係者（協会・Jリーグ・Jクラブ）など 

対象競技会 

経験・実績により推薦 

●名簿管理 ●派遣 
●リフレッシュ講習 

［ ］は2014年度試合数 

●名簿管理 ●派遣 
●リフレッシュ講習 

●名簿管理 ●派遣 
●リフレッシュ講習 

e-learning 
 

都道府県FA 

［所管］競技会委員会 
（マッチコミッショナー部会）※新設 

J MC 

J NF MC 

47 MC 

【2015JFA MCの2016区分】 
■J MCを継続して担当する方 
  → 2016年は、JMC 
■ JFL、なでしこリーグ、Fリーグ担MCで
継続して担当する方 
  → 2016年は、JNF MC 
■上記以外の方で継続の方 
  → 2016年は、47MC 

JFAマッチコミッショナー制度 ●認定料：5,000円（年）予定  ●認定証発行・保険適用 ・講習費 

本協会に認定された「ＪＦＡマッチコミッショナー」以外の者は、 
国内競技会における公式試合においてマッチコミッショナー活動をすることはできない。 



リフレッシュ講習は      の各管轄で実施    
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新
規 

【新規MC】 都道府県協会にMC申請 

講
習
会･

試
験 

推薦 
（年１回） 

申
込 

47 MC 

JNF  MC（Fリーグ） 

JNF  MC（Lリーグ） 

JNF MC（JFL） 

都
道
府
県
協
会 

認 

定 

新規の試験・講習会はJFAで実施（e-learning)    ●全国大会（JFA主催・指定競技会） 

昇格●実績と推薦により昇格 ※推薦等、昇格の基準は2016年秋までに整備予定 

都道府県FA 

Ｊ MC 

47 MC 

昇
格 

昇
格 

JFAマッチコミッショナー 
Ｊ MC 

47 MC 

ＪNF MC 

J1・J2・J３リーグ ほか 
Jリーグ公式戦 

JFL担当       
なでしこリーグ担当 
Fリーグ担当    

JFA ： 
大会ごとに対象のMCに 
可能調査（予定確認） 
を実施後、割当・派遣 

ＪNF MC 

●J MCは、すべての区分の競技会を担当可 
● JNF MCは、JNF MCおよび47MC区分の競技会を担当可 
● 47MCは、47MC区分の競技会のみ担当可（所属県外の競技会の担当は可） 

Ｊ MC 

●地域FA主催・都道府県FA主催大会 
地域FA主催試合 
都道府県FA主催試合 47 MC 

都道府県FA 

申請者およびMC昇格のフロー 

●JFL・なでしこリーグ・Fリーグ 

競技会 

●認定料：5,000円（年）予定 
※保険料、カード発行（予定） 
  MC養成（講師派遣等） 

ＪNF MC 
定年 

●上記以外の各種の連盟主催全国大会 
社会人サッカー選手権大会や大学選手権など     

各種 
連盟 

ＪリーグMC 
（JMC） 

JFAマッチコミッショナー制度 概念図 ② 



JFAマッチコミッショナー制度　変更点（案）
2016年（新） 旧

所管 所管
競技会委員会が所管する（マッチコミッショナー部会を設置・運用） 競技会委員会が所管し、競技運営部が所管部署

区分 種別区分 ①Jリーグマッチコミッショナー(J MC)　　※仮称
②JNFマッチコミッショナー（JNF　MC）　※仮称
③47マッチコミッショナー（47MC）　　　　※仮称

なし

派遣競技会 派遣競技会 ・JFA主催競技会
・Jリーグ
・全国リーグ
・都道府県サッカー協会主催の競技会（主に全国大会につながる大会）
・各種の連盟主催の全国大会の拡大（JFL、なでしこリーグ、Fリーグを除く）

・JFA主催競技会の一部
・全国リーグ

資格 推薦
都道府県サッカー協会 地域サッカー協会

認定 認定条件
都道府県サッカー協会の推薦および試験・講習会の受講 都道府県サッカー協会の推薦および研修会

認定料 5,000円（予定）／年1回
（保険料、カード制作費、MC養成費）

5,000円　年1回

認定期間 1年 1年

認定の更新
講習会の受講 研修会の受講

認定・更新の連絡（管理） （新規）都道府県協会　→　JFA
（継続）各種連盟・都道府県サッカー協会　→　JFA

（新規）都道府県サッカー協会　→　JFA
（継続）個人　→　JFA

認定の取消 あり（条件明記） なし

処分 あり（条件明記） なし

定年 65～70歳 70歳　※連盟ごとに別途設定あり

昇格 上位区分への昇格 あり（昇格フローを制度化） なし

派遣 JFA指定競技会　→　派遣はJFA
J MC　→　派遣はJリーグ
JNF MC　→　派遣は各連盟（JFL、なでしこリーグ、Fリーグ）
47MC　→　派遣は都道府県サッカー協会

JFA指定競技会：JFAが派遣
JリーグMC：Jリーグが管轄および派遣
リーグのMC：連盟が派遣

担当範囲 J MC：全区分担当可
JNF MC：全国リーグ
47MC：主に都道府県サッカー協会の主催大会

JFA指定競技会

責務・役割 責務
試合運営における権限の範囲を明記 記載なし

役割 試合における権限の範囲を規定 記載なし

試合の中止 権限の範囲を規定 記載なし

費用・報酬 報酬・手当の基準 派遣元の規程による 記載なし

費用負担 派遣元が負担 記載なし

その他 保険 JFAMCは全員加入（認定料に含む）　※対象はMC活動中 各大会ごと

規則 競技会委員会の所管としてマッチコミッショナー規則を制定 なし



都道府県協会のMC運用
制度で共通の管理・運用 半数の都道府県サッカー協会で独自に運用



ＪＦＡマッチコミッショナーに関する規則（案） 

 

第1節 総則 

第 1 条〔目的〕 

本規則は、公益財団法人日本サッカー協会（以下、「本協会」という）が認定するＪＦＡマッチコミッショナーの

資格及び職務遂行に関するＪＦＡマッチコミッショナー制度（以下、「本制度」という）について定めることを目

的とする。 

 

 

第 2 節  所管 

第 2 条〔所管〕 

本制度は、競技会委員会が所管する。競技委員会内に別途マッチコミッショナー部会を設置して運用する

ものとする。 

 

第 3 節 ＪＦＡマッチコミッショナー 

 

第 3 条〔公式試合のマッチコミッショナー〕 

本協会に認定された以外の者は、国内競技会における一切の公式試合においてマッチコミッショナーとし

て活動することはできない。 

 

第 4 条 〔区分と担当〕 

本制度のＪＦＡマッチコミッショナーは、以下が上位区分となり、主催する団体が試合毎に任命し、派遣する｡

なお、ＪＦＡマッチコミッショナーが担当できる公式試合の区分は以下の通りし、上位区分のＪＦＡマッチコミシ

ョナーは､下位区分の公式試合も担当することができる｡ 

(1) Ｊリーグマッチコミッショナー（仮称） 

公益社団法人日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）が主催する公式試合を担当する。 

(2) ＪNF マッチコミッショナー（仮称） 

一般社団法人日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）、一般社団法人日本女子サッカーリーグ（なでしこリー

グ）、一般財団法人日本フットサル連盟（F リーグ）が主催する公式試合を担当する。 

(3) 47 マッチコミッショナー（仮称） 

原則、本協会の基本規程第3章に規程する地域サッカー協会および都道府県サッカー協会の公式

試合並びに各種の連盟が主催する公式試合を担当する｡ 

 

区分 管轄 派遣対象 割当・派遣 

Ｊリーグ 

マッチコミッショナー 

公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

（Ｊリーグ） 

Ｊリーグ公式大会

および全区分 

Ｊリーグ 



ＪＮＦ 

マッチコミッショナー 

一般社団法人日本フットボールリーグ 

（ＪＦＬ） 

ＪＦＬ ＪＦＬ 

一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

（L リーグ） 

なでしこリーグ なでしこリーグ 

一般財団法人日本フットサル連盟 

（F リーグ） 

F リーグ F リーグ 

47 マッチコミッショナー 都道府県サッカー協会 地域・都道府県 

サッカー協会主催

試合 

都道府県 

サッカー協会 

 

第 4 節 責務 

第 5 条〔責務〕 

1. ＪＦＡマッチコミッショナーは役割を担い、割当し、派遣された競技会の大会規程に従い、常に厳正かつ

客観的に任務を遂行しなければならない。 

2. ＪＦＡマッチコミッショナーは、サッカー競技規則、基本規程、懲罰規程、競技運営に関する規則および

実務に精通し、公正かつ誠実にその業務を行なわなければならない。 

3. ＪＦＡマッチコミッショナーは、大会規程に定める時間まで競技場に到着しなければならない。 

4. 本協会の公式戦の出場資格を有する選手のメンバー用紙記載事項に不備があればそのチームに訂

正させ、提出させなければならない。 

5. 大会規程に定める時間前に双方のチームの監督（またはそれに代わる者）および審判員を集め、マッ

チ・コーディネーション・ミーティングを開催しなければならない。 

6. ＪＦＡマッチコミッショナーは試合運営上における取り決め事項を事前に検証し、マッチ・コーディネーショ

ン・ミーティングにおいて確認しなければならない｡ 

7. 試合終了後、主催者が規定する時間までに「マッチコミッショナー報告書」を提出しなければならない。 

8. 試合の中断・中止、競技中の悪質な違反による退場等の重大な事項が発生した場合は、所定の手続

きにより「マッチコミッショナー緊急報告書」をすみやかに指定する場所まで提出しなければならない。 

9. 裁定委員会または規律委員会より出席を求められた場合にはこれに出席し、報告提出しなければなら

ない。 

10. 前各号のほか、別途競技会委員長の定める事項に関して従わなければならない。 

11. ＪＦＡマッチコミッショナーは、割当された試合で他業務を兼務してはならない。ただし、審判アセッサー

に限り、兼務することができる。 

 

第 5 節 資格 

 

第 6 条〔JFA マッチコミッショナーの資格〕 

ＪＦＡマッチコミッショナーは以下の資格を満たさなければならない。 

1. 「ＪＦＡの理念」「ＪＦＡのビジョン」に理解があること。 

2. 本協会の規約・規程に精通していること。 



3. サッカー競技規則に対し、正しい理解があること。 

4. 試合運営に対する知識があり、試合実施要項に精通していること。 

5. サッカー発展のために建設的な意見を持っていること。 

6. マッチコミッショナー業務に対して、積極的な姿勢があること。 

7. 周辺関係者から信頼性と社会的地位があり、チーム等に対して説得力があること。 

8. 2 月 1 日時点で 69 歳以下であること。 

9. 連絡および必要書類の送受信が可能なパソコンおよびインターネットの環境が整っていること。 

 

第 6 節 認定 

 

第 7 条〔マッチコミッショナーの認定〕 

1. ＪＦＡマッチコミッショナーを希望する者は、都道府県サッカー協会に申請して、推薦を受けなければなら

ない｡ 

2. 都道府県サッカー協会は、申請者がＪＦＡマッチコミッショナーの資格を満たす者であれば、必要書類お

よび推薦書を本協会へ提出する。 

3. 申請者は、期日までに講習を受講し、本協会に指定する書類を提出し、認定料を期日までに納付しな

ければならない。 

4. 上記手続きが完了した申請者は、競技会委員会が認定し、本協会理事会で承認する。 

5. 原則として、ＪＦＡマッチコミッショナーに認定された者は、47 マッチコミッショナーに区分される。 

 

第 8 条〔認定料〕 

ＪＦＡマッチコミッショナーは、年間の認定料として新規および継続に関わらず 5,000 円を期日までに本協会

に納めなければならない。 

 

第 9 条〔認定期間〕 

認定されたＪＦＡマッチコミッショナーの有効期間は 1 年間とする｡ 

 

第 10 条〔認定の更新〕 

1. ＪＦＡマッチコミッショナーは 1 年に 1 回以上のリフレッシュ講習会を必ず受講しなければならない。 

2. 本制度の認定の更新は 1 年に 1 回とし、更新方法は以下の通りとする。 

(1) ４７マッチコミッショナー 

原則として、リフレッシュ講習会は都道府県サッカー協会等が行い、受講が完了したＪＦＡマッチコミッシ

ョナーのリストを本協会へ期日までに報告する。 

(2) ＪＮＦマッチコミッショナー 

原則として、リフレッシュ講習会は各種の連盟が行い、受講が完了したＪＦＡマッチコミッショナーのリス

トを本協会へ期日までに報告する。 

(3) Ｊリーグマッチコミッショナー 

原則として、リフレッシュ講習会はＪリーグがおこない、受講が完了したＪＦＡマッチコミッショナーのリスト



を本協会へ期日までに報告する。 

(4) 受講が完了したＪＦＡマッチコミッショナーは、期日までに認定料を本協会へ納めなければならない。 

(5) 更新するＪＦＡマッチコミッショナーは、競技会委員会にて認定され、本協会理事会で承認されなければ

ならない。 

 

第 11 条〔報告義務〕 

各区分の団体は、下記の事項が発生した場合、本協会へ届け出なければならない。 

(1) 連絡先に変更があった場合 

(2) ＪＦＡマッチコミッショナーより辞退の申し出があった時 

(3) 死亡が判明した場合 

(4) 懲罰に値すると思われる事項が発生した場合 

 

第 12 条〔認定の取消〕 

以下のいずれかに該当する事項があった場合は、ＪＦＡマッチコミッショナーの認定を取り消すものとする。 

(1) ＪＦＡマッチコミッショナーとなる資格を有しないことが判明した場合 

(2) 必要な提出書類または年間認定料の納付が確認できない場合 

(3) 死亡した場合 

(4) 本協会の規程に違反した場合 

 

第 13 条〔処分〕 

本協会の規律委員会、裁定委員会または本協会の基本規程に従い、本協会の規律委員会もしくは裁定委

員会から懲罰権を委任された都道府県サッカー協会等の規律委員会は、本協会基本規程および懲罰規

程に従い、ＪＦＡマッチコミッショナーに対して懲罰を科すことができる。 

 

第 14 条〔定年〕 

ＪＦＡマッチコミッショナーの定年は原則 70 歳とする。 

 

第 7 節 昇格 

第 15 条〔上位区分への昇格〕 

ＪＦＡマッチコミッショナーは、実績と経験により、下位区分の団体より推薦を受け本協会の承認により昇格

することができる。 

1. ＪＮＦマッチコミッショナーへの昇格する者は、活動実績と経験により、都道府県サッカー協会の推薦を

受けなければならない。 

2. Ｊリーグマッチコミッショナーへの昇格する者は、活動実績と経験により JＮＦマッチコミッショナーに区分

団体からの推薦を受けなければならない｡ 

3. 前項以外の場合でも、サッカーに関する知識や運営経験により、本協会が承認した場合は、上位区分

へ昇格することができる。 

4. 上位区分への昇格は、原則、年 1 回とする。 



5. 本協会により特別な理由が認められた場合は、認定期間内に限り、上位区分への昇格が認められるも

のとする。 

 

第 8 条 派遣 

 

第 16 条〔旅費・宿泊費およびマッチコミッショナー手当〕 

1. ＪＦＡマッチコミッショナーの派遣に関する旅費・宿泊費および手当等は、主催する派遣元もしくは大会

の規程に基づき、派遣元が支払う。 

2. ＪＦＡマッチコミッショナーの派遣に関する要件は、各競技会の大会規程に記載されていなければなら

ない。 

 

第 9 節 その他 

 

第 17 条〔守秘義務〕 

ＪＦＡマッチコミッショナーは任務上知り得た情報を、正当な理由がある場合でなければ、他に漏らしてはな

らない。 

 

第 18 条〔改正〕 

本規則の改正は、理事会の決議を経て、これを行う。 

 

第 19 条〔施行〕 

本規則は、2016 年 3 月 1 日より施行する。 
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